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■日時■日時■日時■日時■日時　３月　３月　３月　３月　３月1818181818 日日日日日（（（（（木木木木木）））））　　　　　午午午午午前前前前前 1010101010 時～午時～午時～午時～午時～午
後後後後後 11111 時時時時時 3030303030 分分分分分　　　　　（（（（（受受受受受付付付付付９９９９９時時時時時 4040404040 分～）分～）分～）分～）分～）
■場所■場所■場所■場所■場所　　　　　市民総合センター４階市民総合センター４階市民総合センター４階市民総合センター４階市民総合センター４階「「「「「料理実習料理実習料理実習料理実習料理実習
室室室室室」」」」」
■講師■講師■講師■講師■講師　田辺地区食生活改善推進協議会　田辺地区食生活改善推進協議会　田辺地区食生活改善推進協議会　田辺地区食生活改善推進協議会　田辺地区食生活改善推進協議会
■内容■内容■内容■内容■内容　料理教室と食事会　料理教室と食事会　料理教室と食事会　料理教室と食事会　料理教室と食事会
■メニュー■メニュー■メニュー■メニュー■メニュー　タケノコの土佐煮、　タケノコの土佐煮、　タケノコの土佐煮、　タケノコの土佐煮、　タケノコの土佐煮、豚肉の豚肉の豚肉の豚肉の豚肉の
竜田揚げ、竜田揚げ、竜田揚げ、竜田揚げ、竜田揚げ、若竹椀、若竹椀、若竹椀、若竹椀、若竹椀、春キャベツとナマ節春キャベツとナマ節春キャベツとナマ節春キャベツとナマ節春キャベツとナマ節
の煮物、の煮物、の煮物、の煮物、の煮物、ご飯ご飯ご飯ご飯ご飯
■対象者　■対象者　■対象者　■対象者　■対象者　2020202020歳以上の方歳以上の方歳以上の方歳以上の方歳以上の方（（（（（男男男男男性性性性性大大大大大歓歓歓歓歓迎迎迎迎迎♪♪♪♪♪）））））
■定員■定員■定員■定員■定員　　　　　3030303030 名名名名名（（（（（先先先先先着着着着着順順順順順）））））

■参加費■参加費■参加費■参加費■参加費　　　　　500500500500500 円円円円円
■持参物■持参物■持参物■持参物■持参物　エプロン　エプロン　エプロン　エプロン　エプロン・・・・・三角巾三角巾三角巾三角巾三角巾・・・・・手ふき手ふき手ふき手ふき手ふき・・・・・筆筆筆筆筆
記用具記用具記用具記用具記用具・・・・・スリッパスリッパスリッパスリッパスリッパ
■申込み■申込み■申込み■申込み■申込み　３月１日　３月１日　３月１日　３月１日　３月１日（（（（（月月月月月）））））～３月～３月～３月～３月～３月1212121212日日日日日（（（（（金金金金金）））））
までに男女共同参画センターに電話でまでに男女共同参画センターに電話でまでに男女共同参画センターに電話でまでに男女共同参画センターに電話でまでに男女共同参画センターに電話で
お申し込みください。お申し込みください。お申し込みください。お申し込みください。お申し込みください。（（（（（土土土土土曜曜曜曜曜・・・・・日曜は除日曜は除日曜は除日曜は除日曜は除
くくくくく。。。。。）））））
■一時保育■一時保育■一時保育■一時保育■一時保育　０歳から就学前までのお子　０歳から就学前までのお子　０歳から就学前までのお子　０歳から就学前までのお子　０歳から就学前までのお子
さんをお預かりします。さんをお預かりします。さんをお預かりします。さんをお預かりします。さんをお預かりします。ご希望の方は、ご希望の方は、ご希望の方は、ご希望の方は、ご希望の方は、３３３３３
月８日月８日月８日月８日月８日（（（（（月月月月月）））））までにお申込みをお願いしまでにお申込みをお願いしまでにお申込みをお願いしまでにお申込みをお願いしまでにお申込みをお願いし
ます。ます。ます。ます。ます。

 
男女共同参画連絡会企画講座男女共同参画連絡会企画講座男女共同参画連絡会企画講座男女共同参画連絡会企画講座男女共同参画連絡会企画講座



男女共同参画に関心があり、ボランティアで活動できる市内在住の方

※年齢・性別を問いません。

　月１回の定例会（月曜日の昼間、１時間30分程度

　男女共同参画に関する活動の企画や情報収集

　イベント等への協力や地域での啓発活動

10名程度

住所・氏名・電話番号と応募の動機を下記から選んで、男女共同参画セン

ターに電話・ファクシミリ・E-Mailでお知らせください。

【応募の動機】

①だれかの役に立ちたい　　　②人とつながりたい

③男女の役割について考えたい

④推進員募集のチラシを見て興味を持った

⑤その他(ご自由にお書きください）

センターでは、男女が互いにその人権を尊重し、喜び

も責任も分かち合い、性別にかかわりなく、個性と能力

を十分の発揮することができる男女共同参画社会の実現

に向けて、その活動に協力していただける「田辺市男女

共同参画推進員」を募集しています。

特技を生かしたり、ネットワークを広げたり…。推進

員の活動を通じて、新しい自分を発見してみませんか。

▽
▽
▽

○平成21年度は、このような講座を企画・実施しました。

▲わかちあう料理教室（11月７日） ▲介護講演会『支える側が支えられるとき　
　～認知症の母が教えてくれたこと～』
　　　　　　　　　　　　　　（12月 13日）

■応募資格

■活動内容

■募集人数

■応募方法



発行：田辺市男女共同参画センター
■開館時間
午前８時30分～午後５時15分
■休館日
毎週土曜・日曜、祝日、年末年始（12月29日～
１月３日）
■所在地
〒646-0031　和歌山県田辺市湊1619-8
田辺市民総合センター４階
■連絡先
電話：0739-26-4936
ファックス：0739-24-8323
Ｅメール：danjo@city.tanabe.lg.jp
■交通
ＪＲ：紀伊田辺駅から徒歩15分
明光バス・龍神バス：栄町停留所（市民総合セン
ター前）から徒歩１分

田辺市男女共同参画センター
相談室相談専用電話　０７３９－２６－４９１９
月曜日～金曜日　午前９時～正午（祝日を除く）

女性電話相談室から

女性電話相談では、女性が出会うさまざまな悩みをともに受け止め、気持ちの整理をお手
伝いし、問題解決のための一歩を踏み出す応援をしています。
一人で悩まないで、どんなことでも気軽にお電話ください。秘密は守ります。

～ＤＶと子どもへの影響～

子どもは敏感です。
ＤＶ（配偶者等からの暴力）を目撃したり、その気配を感じたりすることで、子ども
は心に深く傷を負うことになります。
ＤＶが子どもに及ぼす影響には、一般に次の４つが考えられます。

①子どもも直接的な被害者になる。（暴言・暴力を受けたり、ネグレクト（無関心や放
置）されたりする。）
②暴力の目撃者になる。（両親の暴力現場と愛着の繰り返しを
見続けることで情緒不安定となる。）
③暴力は世代から世代へと受け継がれていく。（全ての子ども
がそうなるとは限らない。）
④子どもの安全な生活や発達が保障されない。（心身の成
長発達に深刻な影響を及ぼす。）

子どもに直接暴力が振るわれなくても、ＤＶによって子どもの心の健やかな発育に悪
い影響を与えることは、『児童虐待』にあたります。


